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２ 申請手続の内容 

（１） 事前相談 

 各区役所・支所に配属されている「まちづくり協働コーディネーター」がＩＣＴ化に

向けた取組を一緒に考えます。事業の内容や経費が助成対象となるか、実施時期や助成

希望額など各区役所・支所地域力推進室まちづくり推進担当（左京区は区民協働推進担

当）に事前に御相談ください。 

  

（２） 申請 

 「地域コミュニティ活性化に向けたＩＣＴ化推進事業助成金交付要綱」（Ｐ１０）に

より助成対象経費等を十分御確認いただき、下記の書類により申請してください。 

＜提出書類＞ 

①地域コミュニティ活性化に向けたＩＣＴ化推進事業助成金交付申請書 

②地域コミュニティ活性化に向けたＩＣＴ化推進事業助成金収支予算書 

③交付申請団体等の活動が客観的に判断できる書類（申請団体の規約、予算・決算書等） 

 

（やむを得ない事由により、申請日以降且つ助成金の交付決定前に事業を実施する場合） 

④地域コミュニティ活性化に向けたＩＣＴ化推進事業助成金事前着手届 

  

 

 

 

（３） 事業着手 

 助成金の交付決定通知書が到着しましたら、事業に着手し、計画どおり実施してくだ

さい。（事業の変更や中止については、「（５）事業の変更・中止」を御参照ください。）  

 なお、京都市から、進捗状況を中間確認させていただく場合があります。 

 

 

 

 

 

 

提出書類に御記入いただく申請団体の住所、名称、代表者の役職名及

び氏名は、必ず統一してください。 

助成対象経費として認められるものは、交付決定日以降に支払った経

費で、領収書があるものに限られます。 

（ただし、事前着手届の提出があった場合を除く） 

記入見本（Ｐ６～Ｐ９）  

   を御参照ください。 
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（４） 助成金の概算払 

 助成金のお支払いは原則として事業の完了後ですが、申請団体に資金余力が無く事業

費用が不足するなどの場合には、助成金の交付予定額の５分の４以内の額を事前にお支

払いすることができます。この場合は、交付の決定を受けた後に、請求書の提出が必要

となりますので、御相談ください。（助成金の受け取り方法は、「（８）助成金の請求」

を参照） 

＜提出書類＞ 

請求書（京都市所定様式） 
 

 

 

 

 

 

（５）事業の変更・中止 

 申請書に記載していた事業の内容や予算書に記載していた支出の内訳を大幅に変更

しようとするときや、事業を取りやめようとするときは、事前に本市の承認を受ける必

要があります。この場合は、下記の書類を提出してください。大幅な変更に当たるかが

不明の場合は、御相談ください。 

＜提出書類＞ 

①地域コミュニティ活性化に向けたＩＣＴ化推進事業助成金計画変更・中止承認申請書 （Ｐ１８） 

②地域コミュニティ活性化に向けたＩＣＴ化推進事業助成金収支予算書（変更後）（Ｐ１４） 

※ ②は支出項目に変更がある場合のみ 

 

＜事前の承認が必要な変更（例）＞ 

・「スマホ講座の開催」を「オンライン会議講座の開催」に変更する。 

・周知チラシを自前で作る予定を、業者委託に変更する。 

・「ホームページを開設する」としていたが、開設が遅れて来年度になる。 

・事業の内容に変更はないが、助成申請額が増額した。 

＜事前の承認が不要（例）＞ 

・事業の内容に変更はないが、助成申請額が減額になった。 

 

 

 

事業完了後の提出書類（実績報告書、収支決算書、領収書の写し等）に

基づき確定する交付額が、概算払によって先に受け取った額を下回る

こととなったときは、過入金の返還が必要です。 

変更申請がない場合は、助成対象として認められず、助成金を受け取

ることができない場合があります。  
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（６）事業完了 

 交付決定を受けた事業は、年度末（３月３１日）までに完了させてください。 

 

 

 

（７）事業実績報告 

 事業の完了後１箇月以内又は年度末（３月３１日）のいずれかの早い日までに、下記

の書類を御提出ください。  

＜提出書類＞ 

①地域コミュニティ活性化に向けたＩＣＴ化推進事業助成金実績報告書（Ｐ２０） 

②地域コミュニティ活性化に向けたＩＣＴ化推進事業助成金収支決算書（Ｐ２１） 

③領収書の写し 

④事業実績を証する成果物、事業の実施状況が判断できる写真等（記録写真、パンフレ
ット・チラシなど） 

 

 

 

 

（８）助成金の請求 

 事業実績報告に基づき内容を確認・審査のうえ、交付額確定通知書と請求書をお渡し

します。請求書を作成のうえ、提出してください。なお、助成金の受取方法は次の２通

りがありますので、いずれかを選択し御請求ください。  

 

 ア 現金での受取り 

 本市からのお支払い準備ができましたら、助成金の申請書等に記載の住所宛に「京

都市会計室」から郵送で通知しますので、請求書に押印した判子を持って、京都市役

所分庁舎の会計窓口でお受取りください。 

 

 イ 指定の銀行口座へ振込み 

  請求書の振込口座記載欄に必要情報を記入のうえ、御提出ください。なお、振込口

座は交付申請団体名義のものに限られます。 

＜提出書類＞ 

領収書の写しは、申請団体宛てで、支払明細が分かるものを提出してく        

ださい。レシートの写しは、領収書としては認められない場合がありま

すので、御注意ください。 

年度内の事業に対して、助成するものなので、年度末（３月３１日）を

超えて支払った経費は助成対象になりません。 
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 請求書（京都市所定様式） 

 

 

 

 

 

 

（９）その他 

 ①助成金交付の取消について 

  下記のいずれかに該当する場合には、助成金の一部もしくは全部を取り消します。 

 取り消された助成金については、返還していただく必要がありますので御注意ください。 

  ・ 不正の手段により、助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき。 

 ・ 助成金の交付目的以外に助成金を使用したとき。 

 ・ 助成金の全部又は一部を使用しなかったとき。 

 ・ 地域コミュニティ活性化に向けたＩＣＴ化推進事業助成金交付要綱に違反したとき。 

  

 ②事業成果の公表について 

 ・ 本制度を利用して取り組まれた事業や研修資料等の成果物は、広報紙や京都市ホ

ームページ等に掲載させていただくことがありますので、あらかじめ御了承くださ

い。 

 

 

 

 

  

 ③書類等の保存について 

 助成を受けた事業に関する領収書などの書類は、助成を受けた年度の年度末から５

年間保管してください。必要に応じて提出をお願いする場合がありますので、公的な

書類として厳正な管理に努めてください。 

請求書の口座名義については、原則助成金申請書等で記載の団体名称と同

一である必要があります。 

また、口座名義の代表者名が名義変更手続きをされていないことにより、

現任の代表者でない場合は、振込不可となる場合もありますので、御注意

ください。 

事業の成果は、広く発信し、他の学区や町内会等の取組の参考とさせて

いただきたいと考えています。また、取組事例として取材させていただ

く場合もありますので、御理解、御協力をお願いします。     
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